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安曇野市では、工場や事業場から発生する悪臭について、一部地域で悪臭防止法に定め

る22物質の個々の物質濃度により規制を行ってきましたが、最近の悪臭苦情は多種多様

な「におい」がまざった複合臭や、指定された２２物質以外の物質が原因であるものが増

加しています。 

そこで、平成27年10月１日から、悪臭防止法に基づく規制方式を「物質濃度規制」に

代えて、人間の嗅覚（きゅうかく）を用いてにおいの程度を評価する「臭気指数規制」に

変更しました。（平成27年３月31日告示第87号、平成27年10月１日施行） 

安曇野での良好な生活環境を実現するため、皆様のご協力をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

  

従来までの特定悪臭物質濃度による規制は、悪臭防止法に定められた22物質のそれぞ

れの濃度を測定する方式でしたが、においは殆どの場合、様々な物質が混合した複合臭と

して存在し、従来の方法では約40万種あると言われている多種多様なにおいには対応で

きませんでした。 

臭気指数規制は、物質濃度による規制では対応できない複合臭や規制の対象となってい

ない物質によるにおいにも対応できるという特徴があります。 

また、人間の嗅覚を用いて測定する方法のため、苦情の被害感覚と一致しやすく、悪臭

苦情に対応するのに優れた方法であるといえます。 
 

・臭気指数規制の主な長所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

規制基準は、事業場の就業形態により、悪臭が発生する箇所が異なるため、敷地境界で

の測定を1号規制基準、煙突での測定を2号規制基準、排出水の測定を3号規制基準とし

ます。 

③ 悪臭防止法の規制基準 

① 多種多様な「におい」の物質（約４０万種類）に対応可能である 

② においの相加・相乗等の効果を評価できる 

③ 嗅覚を利用することで、「におい」の程度をイメージしやすい 

④ 市民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすい 

⑤ 国際的に実施されている方法である 

①  臭気指数規制導入の経過 

②  臭気指数規制と長所 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：環境省「悪臭防止法の手引き」より） 

 

 

 

 

 

規制場所の範囲、安曇野市条例に定める基本区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※工場、その他の事業場から排出される悪臭原因物を規制する地域は、安曇野市全域で、

地域の実情により上記3区分に細分化します。 

 

 

第1地域 
 （居住系） 

●拠点市街区域、準拠点市街区域のうち 
・第1種低層住居専用地域 
・第2種低層住居専用地域 
・第1種中高層住居専用地域 
・第2種中高層住居専用地域 
・第1種住居地域 
・第2種住居地域 

●田園居住区域 

第2地域 
 （商業系、その他区域） 

拠点市街区域、準拠点市街区域のうち 
・近隣商業地域 
・商業地域 
・準工業地域 
 
★工業地域及び工業専用地域のうち、第 1 地域に接する場合にあって
は、その境界線から水平距離が 50ｍまでの区域 

●田園環境区域 
●山麓保養区域 
●森林環境区域 

第３地域 
 

●拠点市街区域、準拠点市街区域のうち 
・第2地域に掲げる以外の工業地域及び工業専用地域 

１号規制基準（敷地境界線） 

特定の煙突・排気口がなく、事業場の建屋・敷地

全体から排出される場合 

２号規制基準（気体排出口） 

煙突などの気体排出口がある場合 

 

３号規制基準（排出水） 

事業場から排出される排出中に含まれた悪臭物

質が気体化・蒸散する場合 

④ 規制地域と概要図 
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概要図 

 

 

 

 

 

規制地域の区分 

区 分 用途地域 上記地図での表記 その他 

第 1 地域 住居系  地図のうち、縞模様の部分 

第 2 地域 
商業系 

その他区域 
 地図のうち、白い部分 

第 3 地域 工業系  地図のうち、点模様の部分 

 

穂高地域 

堀金地域 

三郷地域 

明科地域 

J
R

大
糸
線 

JR 穂高駅 

豊科支所 

穂高支所 

三郷支所 

JR 一日市場駅 

明科支所 

安曇野市役所 

各用途地域説明（安曇野市土地利用基本計画による） 

※拠点市街地区  旧町村の役場施設を中心とした大規模集落を含む地区 

○準拠点市街区域 工業地区と居住地区が混在した地区 

＊田園居住区域  大規模集落を中心とした周辺地区 

JR 明科駅 

JR 田沢駅 

J
R

篠
ノ
井
線 

堀金支所 

豊科地域 

○穂高烏川地区 

準拠点市街区域 

※明科拠点地区 

※豊科拠点地区 

※穂高拠点地区 

*柏原地区 

田園居住地区 

*下堀地区 

田園居住地区 

*中萱・上下鳥羽地区・眞々部地区 

田園居住地区 

○豊科たつみ原地区 

準拠点市街区域 

○安曇野 I.C 地区 

準拠点市街区域 

○田沢・光地区 

準拠点市街区域 

*上下長尾・二木地区 

田園居住地区 

※堀金拠点地区 

※三郷拠点地区 
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るケースがままあることが想定されます。 

 そこで、住民側に配慮しつつ、地域の実情に即した規制地域とするため、工業系及び工

業専用地域が住居系の地域と接している場合には、敷地境界線から内側へ（工業系側）50

ｍの範囲については、一段階厳しい第 2 地域の基準とすることとしました。 

 

 

 

臭気指数規制の排出基準は、安曇野市に立地する全ての工場や事業場に対し適用になりま 

す。（ただし、建設工場等の作業現場、自動車等の移動発生源、家庭生活から発生する悪臭 

は適用外） 

 規制基準は、工場や事業場の敷地境界線上の臭気、煙突等の気体排出口から排出された臭気及 

び排出水に適用されます。 

※ 気体排出口の高さが15ｍ以上の場合には、排出口から排出された空気が地表に着地し

た時に、敷地境界線上の規制基準に適合するように大気拡散式を用いて該当工場又は事

業場毎に算出します。  

 

 

 

規 制 地 域 の 区 分（市 内 全 域） 

規制場所の 

区分 

第1地域 

住 居 系 

第２地域 

商業系、その他区域 

第3地域 

工 業 系 

敷地境界線 

（1号基準） 
臭気指数12 臭気指数15 臭気指数18 

気体排出口 

（２号基準） 

１号の許容限度（臭気指数）を基礎として、環境省令で定める方法により、排
出口の高さに応じて、臭気排出強度又は排出気体の臭気指数の許容限度（環境省
の定める方法で個々に計算） 

排出水 

（３号基準） 
臭気指数28 臭気指数31 臭気指数34 

⑤ 規制基準 

悪臭防止法の規制基準は、発生源が所在する

地域の規制基準が適用となるため、工業系に隣

接する住居系の地域住民から苦情が提起されて

も、工業系の基準が適用となってしまいます。 

本市の都市計画用途地域の状況を見ると、工

業系に隣接して住居系の地域があるなど、各地

域が混在しているケースが多く見受けられ、発

生源と苦情者の属する地域の規制基準値が異な 
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・対象となるものは？ 

  安曇野市内にあるすべての工場・事業場が対象となります。 

  ただし、次のものは規制の対象外です。 

  ・家庭からの悪臭 

  ・自動車、船舶、航空機等の移動発生源 

  ・建設工事、しゅんせつ、埋め立て等のために一時的に設置される作業場 

  ・下水道の配水管及び排水渠 

・対象となる臭いは？ 

  事業活動に伴って発生する、全ての不快な臭いが対象となります。 

 

 

 

◆罰則等は 

 工場その他の事業場を設置する者に対し、悪臭発生施設の運用の状況、悪臭物質の排

出防止設備の状況等について報告の徴収及び工場・事業場に対する立入検査をすること

ができます。（法第20条）なお、未報告、虚偽の報告をした者及び立入検査を拒み、

妨げ、忌避した者については罰則が科せられます。 

 規制地域内に、工場その他の事業場を設置する者は規制基準を遵守する義務（法第7

条）があり、「悪臭原因物の排出が規制基準に適合してない」場合において、「市長が

住民の生活環境が損なわれていると認めるときは」、市長は改善勧告（法第8条第1項）

を行うことができます。 

 この改善勧告に従わない場合は、改善命令（法第8条第2項）を行うことができ、命

令に違反した者には罰則が科せられます。（1年以下の懲役又は100万円以下の罰金） 
 

●改善勧告・改善命令の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 改善勧告・改善命令 

改善勧告 改善命令 

罰 則 

① 規制基準に適合していない。 

② 市長が住民の生活環境が損なわれてい

ると認める。 

⑥ 規制の対象 

お問合せ先 

 安曇野市 市民生活部 環境課 環境保全担当 

 電話 0263‐71‐2491 長野県安曇野市豊科 6000 番地 


